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宇陀市立病院 

床頭台等に係る設置・運営業務委託設置備品等規格仕様書 

 

１．契約期間 

令和８年１０月１日から令和１８年９月３０日まで（１０年間） 

 

２．機器設置台数 

設置機器 設置場所 予定台数 中古利用 

床頭台 一般病棟、個室 176台（予備含む） 中古不可 

テレビ 一般病棟、個室 176台（予備含む） 中古不可 

冷蔵庫 一般病棟、個室 176台（予備含む） 中古不可 

アーム式テレビ 透析室 30台 中古可 

アーム式テレビ 化学療法室 5台 中古可 

洗濯機 4階病棟 2台、他病棟 1台 5台 中古不可 

乾燥機 4階病棟 2台、他病棟 1台 5台 中古不可 

ベッドサイドテーブル 各階個室 36台 中古可 

 

３．テレビシステムについて 

 （１）テレビシステムはテレビ、冷蔵庫、ランドリー等を利用するシステムであること。

現行のテレビカード方式ではなく、１日（２４時間）あたり４４０円（税込み）とす

る日額定額式とし、詳細を提案すること。ただし、当院の了承を得られるものである

こと。なお、料金の徴収について当院は関与せず、受注者と利用者（患者又は家族等

の契約者）の間で手続することとし、利用者及び当院職員の負担軽減に十分配慮する

こと。 

 （２）テレビ・冷蔵庫・ランドリー一日定額で使い放題とするプランを想定しているが、

双方協議の上、料金プランを一部変更することは可能とする。 

 （３）利用者がプランに申し込みをしているか否か一目でわかる機能を床頭台やテレビ

等に有していること。 

 （４）支払いについては、全て受注者が対応すること。申し込み手続きについては病棟

職員が行うものとする。また、徴収に必要な機器、インフラは受注者の負担とする。

当院の通信設備は利用不可とする。外部通信を使用する場合は、申込者の個人情報が

保護されていること。 

 （５）イヤホンについて、入院患者がテレビシステムの申し込み手続きをする毎に受注

者負担により提供すること。 

 

 



2 

 

４．床頭台について 

 （１）高さ１７００ｍｍ、幅５００ｍｍ、奥行７５０ｍｍ程度の病室に適した大きさと

する。また受注者確定後、病院と協議のうえ詳しい仕様を確定する。 

 （２）水、ぬるま湯、薬品、アルコール等に耐えられる素材で製作すること。 

 （３）移動用キャスターは４方向の走行が可能で、手元の操作で四輪一括ロック及び解

除できること。 

 （４）本体下部に人感センサー式のフットライトがあること。 

 （５）ロック解除時はロック解除レバーなどの操作によりロック解除状態を保持できる

こと。 

 （６）ロック時はロックボタンを押すだけでキャスター四輪をロックできること。 

 （７）ロック部分には誤操作防止のためのカバーを設けること。 

 （８）移動時の安定性や操作性を高める工夫がなされていること。 

 （９）エレベータなどの隙間に挟まらないようキャスターの大きさはベッドと同じ１０

０Φであること。 

 （10）テレビ、冷蔵庫を備えること。 

 （11）上棚の扉は観音開きとし、扉面にホワイトボードを設置すること。また、扉を閉

める際に音がしないよう、緩衝材を付ける等工夫すること。 

 （12）床頭台の両側面には、タオルハンガー、フック、杖ホルダーを装備すること。 

 （13）床頭台の引き出しが施錠可能であること。 

 （14）床頭台背面に奥行２５０ｍｍ程度の収納を設け、収納内にはハンガーパイプを備

えること。 

 

５．テレビについて 

 （１）１９型以上の液晶テレビであること。 

 （２）現有のテレビ配線等を利用することとし、機器等の増設が必要な場合は、受注者

の負担により、テレビ配線を行うこと。なお、床頭台の設置位置の変更に十分な長さ

のケーブルを備え、長さの調節及び収納が容易にできること。 

 （３）地上デジタル放送、ＢＳデジタル放送（有料放送を除く）及び当院が指定するケ

ーブルテレビを視聴できること。国内主要メーカ製とし、オリジナルブランドの場合

は事前に当院の承認を得ること。 

 （４）テレビの前面にイヤホンジャックを備えること。 

 （５）イヤホンとスピーカの音量設定を個別で設定でき、イヤホンが抜けても大きな音

が出ないような設定ができること。 

 （６）テレビは床頭台に固定されていること。フレキシブルに可動し、奥に収めること

ができ、物を置くスペースを確保できること。なお、広範囲（広角に）からの視聴が

できること。 
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 （７）リモコンは、使いやすくシンプルなデザインのものであり、相互干渉防止機能を

有すること。また、抗菌加工がされていること若しくは、清掃による消毒・滅菌がで

きること。また、伸縮式（コイル状）のコードで床頭台につなげる等の落下及び紛失

防止対策をすること。なお、リモコンの電池は受注者が負担すること。 

 （８）院内自主放送は頭出しで視聴できる機能を有すること。 

 （９）院内自主放送は当院専用のトップ画面を制作し、トップ画面からコンテンツを選

択、再生できる機能を有すること。 

 （10）院内自主放送の作成及び変更に係る費用は受注者負担とする。 

 （11）テレビ及びリモコンの操作説明書は付属のものとは別に、絵や写真を使った簡単

な操作説明書を作成すること。（文字の大きさは１２ポイント以上とし、Ａ４サイズ片

面１枚で作成のこと。なお漢字には『ふりがな』を付けること。） 

 

６．冷蔵庫について 

 （１）床頭台下部に備えること。 

 （２）国内主要メーカ製とし、オリジナルブランドの場合は事前に当院の承認を得るこ

と。 

 （３）容量２０リットル以上でペルチェ式電子型であること。 

 （４）清掃性に優れた機器であること。 

 （５）引き出し式であること。 

 

７．セーフティボックスについて 

 （１）床頭台に固定され、施錠できるものとする。鍵はシリンダー方式で鍵の閉め忘れ

防止に配慮されていること。 

 （２）セーフティボックスの鍵を紛失した時は、受注者が速やかに無償提供し、交換対

応すること。 

 （３）上記（２）が不可能なときは、鍵の補充が簡単にできるようナースステーション

に予備を置くなどの、素早い対応を取れる体制を作ること。 

 （４）鍵紛失防止のためブレスレットを備えること。 

 

８．サイドテーブルについて 

 （１）片足タイプのベッドサイドテーブルであること。 

 （２）常時ロックがかかっており、動かす時だけロックを外す仕様であること。 

 （３）ロックかけ忘れ防止の観点からロック解除保持ボタン付きは不可とする。 

 （４）ロック解除レバーは２箇所あること。 

 （５）低床ベッドにも使用できるようベッド下に入るキャスターの高さは４４．５ｍｍ

以下であること。 
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９．透析室及び化学療法室用テレビについて 

 （１）１６型以上あること。 

 （２）地上デジタル、ＢＳデジタル放送、当院が指定するケーブルテレビを視聴できる

こと。 

 （３）ロングアームにてベッドに取り付けを行うこと。 

 （４）無料で視聴できること。 

 

10．ランドリーについて 

 （１）洗濯機、乾燥機共に硬貨で使用できること。 

 （２）洗濯機、乾燥機は独立型とする。 

 （３）定額申込者は無料で使用できること。 

 （４）洗濯機、乾燥機はそれぞれ一工程２００円以内で使用できること。なお現行はそ

れぞれ１００円で運用している。 

 （５）当院各病棟の洗濯室に設置可能なこと。 

 （６）国内メーカ製で、洗濯容量が５．０ｋｇ以上、乾燥容量５．０ｋｇ以上の業務用

であること。 

 （７）定期的に巡回し、洗濯槽や排水口の手入れ、フィルタ清掃、消毒などを実施し清

潔保持に努めること。 

 

11．メンテナンス体制について 

 （１）３６５日（９：００～１７：００）故障やクレームに対応できる連絡先を有する

こと。 

 （２）トラブル発生時に短時間で対応できる体制を有すること。 

 （３）制服名札等を着用して保守点検業者であることを表示すること。 

 （４）病院業務に支障をきたさないよう十分注意して点検等を実施すること。 

 （５）設置機器の修理・交換、リモコンの故障、電池補充に要する費用を負担すること。 

 （６）定期的に点検を行い、故障を未然に防止すること。 

 （７）常に使用できる状態の予備機を準備しておくこと。 

 

12．管理手数料について 

 （１）受注者は、電気料金及び建物使用料相当分として、毎月売上から精算額を差し引

いた金額に、提案した定率を乗じた金額を管理手数料として当院に支払うこと。 

 （２）本事業はゼロ予算事業であるため、管理手数料は０％以上とする。 

 

13．ＮＨＫ受信料について 

 （１）ＮＨＫ受信契約にかかる経費（NHK受信料を含む）について受注者負担とする。
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なお、放送受信契約締結後及び受信料の納付後、速やかに放送受信契約内容及び納付の

確認ができる書類を当院事務局に提出すること。 

 

14．納品時の条件について 

 （１）納品、設置については受注者の責任において行うこと。 

 （２）納品作業にあたっては作業工程表を作成し、事前に病院担当者へ提出し承認を得

ること。 

 

15．契約終了時の条件について 

 （１）契約終了時には、受注者の責任において設置備品の全てを撤去すること。 

 （２）契約終了後においても、受注者の責任において誠意をもって清算に応じること。 

 

16．その他 

 （１）床頭台については、試作品を当院に示し、改良の必要性がある場合は、当院と受

注者双方協議のうえ改良を加え、当院の了解後必要数を製作すること。 

 （２）利用者及び当院の過失による場合を除き、設置備品等の破損、紛失、盗難につい

ては受注者が責任を負うこと。 

（３）仕様を満たせない場合は代案を病院へ提案することができる。採点に影響するた

め、詳細を記載すること。 

 


